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支配株主等に関する事項について 

 

 当社のその他の関係会社である株式会社セプテーニ・ホールディングス（以下、「セプテーニ HLDS」

といいます。）について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいた

します。 

記 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

                       （2018年９月 30日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場され

ている金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社セプテーニ・

ホールディングス 

その他の

関係会社 
21.5 － 21.5 

東京証券取引所 

JASDAQ（スタンダード） 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 セプテーニ HLDS は、2018 年９月 30 日時点において、当社の議決権の 21.5％を所有しており、当

社のその他の関係会社となっております。 

 当社及び当社子会社（以下「当社グループ」といいます。）と、セプテーニ HLDS との間においては、

当社グループの独立性を阻害する重要な取引契約等は存在しておりません。なお、当社グループは、

セプテー二グループの一部企業との間に取引関係がありますが、これらの取引条件及び条件の決定方

針等は、独立第三者間取引と同様の一般的なものであり、何らグループ外の取引と変わるものではな

く、当社グループの事業上の制約となる取引ではございません。 

 また、当社グループと、セプテーニ HLDS との間において役員の兼務はなく、当社グループの意思

決定においてセプテーニ HLDS の承諾は形式的にも実質的にも、その要件とされておりません。 

 以上より、当社グループは、セプテーニ HLDS からの独立性が十分に確保されていると判断してお

ります。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

支配株主等との間で、記載すべき重要な取引はありません。 

 

以上                                    


